
地域包括支援センターは高齢者の相談窓口です
地域包括支援センター
（役場保健福祉課内）

☎ 85-2112

問

あなたの権利を守るために「成年後見制度」の活用を

■成年後見制度とは
　認知症や知的障がい、精神障がいなど
のため判断能力が十分ではない方の権利
を守る援助者（成年後見人など）を法的
に選ぶことで、財産管理や契約を結ぶ際
などに、不利益が生じないように支援を
受けることができる制度です。

■成年後見人の役割
　預貯金などの財産の管理や必要な福祉サービス・医療が
受けられるよう、介護契約や医療費の支払いを行うなど、
身のまわりの事柄に目を配り、本人の保護や支援をします。
※本人の判断能力によって支援できる内容は異なります。
※介護や保証人・身元引受などは、成年後見人などの職務
　ではありません。

■成年後見制度を利用するには
　本人の判断能力が不十分になったあとに本人、または、配
偶者などが裁判所に申請する「法定後見制度」と、将来に備
えて本人と任意後見人等との間で契約する「任意後見制度」
の２つがあります。
　種類により手続きなどが異なりますので、気になることが
ある場合は、まずご相談ください。

判断能力が十分なうちに、
任意後見契約を結んでおく

判断能力が不十分になったとき

支援・援助開始

ほとんどない ➡ 後見

著しく不十分 ➡ 保佐

不十分    ➡ 補助

判断能力
により、支援の
程度が決まる

審判

・役場保健福祉課
　　障がい者は福祉係
　　高齢者は地域包括支援センター
・旭川成年後見支援センター
（旭川市５条通４丁目
ときわ市民ホール１階）☎ 23-1003

問

法定後見制度 任意後見制度

■成年後見制度利用までの一般的な流れ

（申立て）家庭裁判所

　市民後見人とは、
弁護士などの専門職
ではなく、一般市民
が成年後見人として
支援する制度です。

（申立て）家庭裁判所
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